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上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
の
申
告
分

離
課
税
制
度
の
創
設

　

従
来
、上
場
株
式
等
の
配
当
所
得

に
つ
い
て
、給
与
や
年
金
等
と
合
計
す

る「
総
合
課
税
」で
の
申
告
と
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、平
成　

年
中
に
支
払
い
を

21

受
け
る
べ
き
上
場
株
式
等
の
配
当
所

得
が
あ
る
場
合
、納
税
義
務
者
の
選

択
に
よ
り
、「
申
告
分
離
課
税
」を
選

択
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
申
告

分
離
課
税
」を
選
択
し
た
場
合
、配
当

控
除
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
が
、上
場
株

式
等
に
係
る
譲
渡
損
失
と
の
損
益
通

算
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

問　

市
民
税
課
（
内
線　

）
278

◆
申
告
に
必
要
な
も
の

▼
事
業
所
得
（
営
業
等
・
農
業
）、
不

動
産
所
得
の
あ
っ
た
方

↓　

収
入
や
経
費
な
ど
が
わ
か
る
各

種
帳
簿
お
よ
び
領
収
書

（
円
滑
な
申
告
相
談
の
た
め
、帳
簿
な

ど
は
あ
ら
か
じ
め
ま
と
め
て
く
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
）

▼
給
与
所
得
、
年
金
所
得
の
あ
っ
た

方↓　

平
成　

年
分
の
源
泉
徴
収
票
ま

21

た
は
給
与
支
払
明
細
書

▼
次
の
領
収
書
お
よ
び
証
明
書
（
平

成　

年
中
に
支
払
っ
た
も
の
）

21
・
生
命
保
険
料
、
個
人
年
金
保
険
料
、

地
震
保
険
料
の
支
払
証
明
書

・
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
、
国
民
年
金
保
険
料
、

介
護
保
険
料
、
そ
の
他
社
会
保
険
料

の
領
収
書
ま
た
は
証
明
書

・
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、
領

収
書
お
よ
び
保
険
等
で
補
て
ん
さ
れ

た
金
額
の
明
細
書

・
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
、
障

害
者
手
帳
ま
た
は
市
で
交
付
し
て
い

る
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

▼
所
得
税
の
還
付
申
告
を
受
け
る
場

合
は
、
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の

▼
印
か
ん
（
ゴ
ム
印
は
不
可
）

問　

市
民
税
課
（
内
線　

・　

・　

）

240

278

364

　

今
年
も
市
・
県
民
税
の
申
告
の
時
期
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　

申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
事
前
に
案
内
は
が
き
を
お
送
り

し
ま
す
の
で
、
申
告
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
案
内
は
が
き
が
届
か
な
い
方
で
も
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る

方
は
、
お
近
く
の
会
場
で
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※申告受付日程表は、10・11 ページ

に掲載しています。

◆市・県民税の申告が必要な方と不要な方�

市・県民税の申告が必要かどうか、以下の設問に答えて判定してみましょう。�

スタート�

１月１日現在石巻市�
に住んでいますか？�

昨年中収入はあり�
ましたか？�

税務署で所得税の�
確定申告をします�
か？�

収入は給与でした�
か？�

収入は公的年金の�
みでしたか？�

勤務先で年末調整が済んで�
おり、その内容に変更はあ�
りませんか？�

１月１日現在お住まいの市町村へお尋ねください。�

　ただし、下記の①または②に該当する方で社
会保険料控除や生命保険料控除などの所得控除
があれば、申告をすると有利になる場合があり
ます。�
①昭和20年1月1日以前生まれで公的年金収入
が155万円を超える方�
②昭和20年1月2日以降生まれで公的年金が
105万円を超える方�

申告は必要ありません�

　ただし、医療費控除などの所
得控除を受ける場合は、申告を
してください。�

申告は必要ありません�

申告が必要です�

　ただし、国民健康保険に加入している方や、児童
手当・児童扶養手当を受給している方、公営住宅へ
入居している方、所得に関する証明書が必要な方
などは、申告をしてください。�

申告は必要ありません�

申告は必要ありません�

は
い�

はい�

はい�

は
い�

は
い�

は
い�

給与以外に営業・農業・不動産などの所得がありますか�
または２カ所以上から給与を受けていますか？�

い
い
え�

い
い
え�

い
い
え�

いいえ�

いいえ�

いいえ� いいえ�

は
い�

平
成　

年
度
市
・
県
民

22

税
の
主
な
改
正
点

平成２２年度市・県民税の主な改正点（上場株式等の配当所得）

扶養控除等
の 判 定

上場株式等の
譲渡損失との
損 益 通 算

配当
控除

税率選択区分

合計所得金額
に含まれない

なしなし
所得税７％
住民税３％

①申告不要
制度適用

合計所得金額
に含まれる

なしあり
所得税
（累進税率）
住民税１０％

②総合課税
を選択

合計所得金額
に含まれる

ありなし
所得税７％
住民税３％

③申告分離
課税を選択

２
月　

日　

か
ら
３
月　

日　

ま
で

10

（水）

15

（月）

市
・
県
民
税
の
申
告
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受
け
ら
れ
ま
せ
ん
）。

　

な
お
、ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
る

に
は
、事
前
に
開
始
届
出
書
の
提
出
や

電
子
証
明
書
の
取
得
な
ど
の
手
続
き

が
必
要
で
す
。詳
し
く
は
、ｅ－

Ｔ
ａ

ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
:/
/
w
w
w
.n
ta
.g
o
.jp

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w

w
w
.e
-ta
x
.n
ta
.g
o
.jp

申
告
書
な
ど
の
送
付
先

〒　

－

0
8
2
7　

石
巻
市
千
石

986
町
２
番　

号　

石
巻
税
務
署

35

問　

石
巻
税
務
署　

�　

－

4
1

22

5
1

※
確
定
申
告
に
関
す
る
一
般
的
な
ご

質
問
は
、
音
声
案
内
に
よ
り
電
話
相

談
セ
ン
タ
ー
に
お
つ
な
ぎ
し
ま
す
。

は
、確
定
申
告
に
関
す
る
情
報
、各
種

様
式
お
よ
び
税
金
に
関
す
る
疑
問
に

自
動
的
に
お
答
え
す
る「
タ
ッ
ク
ス
・

ア
ン
サ
ー
」の
情
報
な
ど
を
提
供
し

て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
パ
ソ
コ
ン
で
楽
々
申
告
！

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
『
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
』
で
は
、

申
告
書
を
自
動
計
算
に
よ
り
簡
単
に

作
成
・
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子

申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）
を
利
用
す

る
と
、
申
告
デ
ー
タ
を
直
接
電
子
申

告
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
ｅ－

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
申
告
を
行
う
と

5
、
0
0
0
円
の
税
額
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
平
成　

年
分
、

19

　

年
分
で
こ
の
控
除
を
受
け
た
方
は

20

○
申
告
書
は
自
分
で
書
い
て
お
早
め

に
！

　

平
成　

年
分
所
得
税
の
確
定
申
告

21

の
相
談
お
よ
び
申
告
書
の
受
け
付
け

は
、
２
月　

日
�
か
ら
３
月　

日
�

16

15

ま
で
で
す
。
還
付
申
告
の
方
は
、
２

月　

日
以
前
で
も
申
告
書
を
提
出
す

15
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

申
告
書
は「
確
定
申
告
の
手
引
き
」

な
ど
を
参
考
に
ご
自
分
で
記
載
し
て
、

送
付
な
ど
に
よ
り
お
早
め
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

給
与
所
得
者
の
方

　

毎
年
１
月
ご
ろ
に
配
布
さ
れ
る

「
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
」の「（
摘

要
）」
欄
に
「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
可
能
額
」
と
「
居
住
開
始
年
月
日
」

が
記
載
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
必
ず
ご
確
認
の
上
、
記
載
が
な

い
場
合
は
、
勤
務
先
の
給
与
担
当
部

署
に
お
問
い
合
わ
せ
願
い
ま
す
（
記

載
が
な
い
場
合
は
、
市
・
県
民
税
に

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
せ

ん
）。

 
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方

　

確
定
申
告
書
に
「
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
額
」
お
よ
び
「
居
住
開
始

年
月
日
」
を
必
ず
記
載
し
て
、
税
務

署
、
ま
た
は
各
申
告
会
場
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
平
成　

年
か
ら
平
成　

年
ま
で
に

19

20

入
居
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
所
得

税
に
お
い
て
、
控
除
期
間
を　

年
に

15

延
長
す
る
特
例
の
選
択
が
設
け
ら
れ

て
い
る
た
め
、
所
得
税
か
ら
控
除
し

切
れ
な
く
て
も
市
・
県
民
税
の
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

問　

市
民
税
課
（
内
線　

・　

）

240

278

●
対
象
者

　

平
成　

年
か
ら
平
成　

年
、
ま
た

11

18

は
平
成　

年
中
に
入
居
し
、
所
得
税

21

の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
以
下
、

市
・
県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別

税
額
控
除
と
併
せ
て
「
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
」
と
表
記
し
ま
す
）
を
受
け
て

い
る
方
で
、
所
得
税
か
ら
引
き
切
れ

な
か
っ
た
額
が
あ
る
場
合
は
、
市
・

県
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

●
控
除
適
用
額

（
１
）所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可

能
額
の
う
ち
所
得
税
に
お
い
て
引
き

切
れ
な
か
っ
た
額

（
２
）所
得
税
の
課
税
総
所
得
金
額
等

の
合
計
額
に
５
％
を
乗
じ
て
得
た
額

（
最
高
9
7
、5
0
0
円
）

※（
１
）ま
た
は（
２
）の
い
ず
れ
か
少

な
い
額
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

※
こ
の
額
が
０
円
に
な
る
場
合
は
、

市
・
県
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の

適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
市
・
県
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

を
受
け
る
に
は

※
平
成　

年
度
ま
で
は
申
告
が
必
要

21

で
し
た
が
、
平
成　

年
度
か
ら
は
原

22

則
と
し
て
不
要
に
な
り
ま
し
た
。

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

石
巻
税
務
署
か
ら

石
巻
税
務
署
か
ら

確
定
申
告
の
受
け
付
け
は

２
月　

日　

か
ら

16

（火）

◆外国船乗組員の確定申告
Ｑ．私は、1年 3カ月の予定で、外国法人Ａ社漁船の乗

組員として乗船し、平成 21年中の大半は日本を離れて

いました。しかし、家族は日本に住んでいて、下船期間

は日本に帰り、家族と過ごしています。私は、日本での

確定申告が必要ですか？

Ａ．あなたの場合、「居住者」と判断されますので、確

定申告が必要な場合があります。

居住者とは…国内に住所を有し、または現在まで引き続

いて 1年以上居所を有する個人をいいます。

住所の判定…所得税法上の住所とは、その者の「生活の

本拠」をいい、船舶の乗組員の住所は、その者の配偶者、

その他生計を一にする親族の居住している地またはその

者の勤務外の期間中通常滞在する地が国内にあるかどう

かにより判定することになります。

　したがって、あなたの場合、日本に家族がいて、下船

時は家族とともに生活していますので、住所は国内にあ

ると判断されます。　

確定申告…以上により、外国船乗組員としての勤務が１

年以上であっても、居住者と判断されることから、一定

の所得を有する場合など、確定申告が必要な場合があり

ます。なお、技術指導などで外国に居住している方の場

合は、非居住者となる場合があります。

　詳しいことはお問い合わせください。

問　石巻税務署個人課税部門　� 22 － 4151

� 身のまわりの税金相談 �
　所得税や消費税の確定申告の相談のみならず、相
続や贈与、土地や家屋の譲渡など、身のまわりで起
こる税金の相談を税理士が無料でお受けします。
　お気軽にお越しください。
と　き　２月２３日（火）午前９時３０分～午後４時
ところ　ＪＲ石巻駅前「ロマン海遊 21」２階
問　東北税理士会石巻支部　� 95-7072


